
平成２０年度朝日地域審議会 

 
◇日時：平成２０年５月２３日（金） 

午後１時３０分～ 

◇会場：朝日庁舎４階「大会議室」 

 

 
全体進行 庁舎総務課 阿部 

《 次 第 》 
 

― 辞令交付 ― 

 

１．開  会  

 

２．支所長あいさつ  

 

３．委員紹介 

 

４．会長・副会長の選出 

 

５．説  明 

  地域審議会の概要について（資料Ｎｏ１） 

 

６．報  告 

（１）平成２０年度市予算の概要について（資料Ｎｏ２） 

 

 （２）平成２０年度朝日庁舎主要事業について（資料Ｎｏ３） 

 

 （３）合併調整の概況について（資料Ｎｏ４） 

 

 （４）その他 

 

７．そ の 他 

 

８．閉  会 



1 

朝日地域審議会委員名簿 

（任期：平成20年2月１日から平成22年1月31日） 朝日庁舎 

区分 所  属  団  体  等 役職名等 氏  名 性別 生年月日 〒 住所 電話番号 備考 

1 

学識経験者 

旧南庄内合併協議会 委 員 田 村  作 美 男     継 

2 旧南庄内合併協議会 委 員 渡 部  長 和 男     継 

3 元旧朝日村教育委員会 委 員 齋 藤  清 一 男     継 

4 

公共的団体等 

朝日体育協会 会 長 佐 藤  芳 彌 男     継 

5 あさひむら直売施設管理運営組合 店 長 佐 藤  照 子 女     継 

6 朝日地域駐在員連絡協議会 会 長 佐 藤  正 男     継 

7 朝日地域駐在員連絡協議会 副会長 進 藤  亨 男     新 

8 認定農業者の会 役 員 渡 部  一 弘 男     継 

9 出羽商工会朝日支部 代表理事 松 本 壽 太 男     新 

10 元朝日地域ＰＴＡ連絡協議会 副会長 佐藤  美智夫 男     新 

11 出羽庄内森林組合 理 事 伊 藤  文 一 男     新 

12 鶴岡市朝日地区民生児童委員協議会 会 長 齋 藤  亮 一 男     新 

13 社会福祉法人「ぶなの木会」 理事長 齋 藤  伸 治 男     継 

14 大鳥タキタロウ村 村 長 大 滝  清 策 男     新 

15 月山あさひ博物村 支配人 今 野  継 子 女     継 

16 庄内たがわ農業協同組合 理 事 宮 崎  重 美 男     継 

17 鶴岡市シルバー人材センター 理 事 菅 原  源 志 男     継 

18 コーラス「ぶなの森」 事務局 佐藤  多喜子 女     継 

19 赤川の白鳥を育む会 会 長 伊 藤  三 郎 男     継 

20 あさひ婦人の会 副会長 帯刀  とく子 女     継 

 



５．地域審議会の概要について  

 

地域審議会は、旧市町村合併特例法第 5 条の 4 の規定に基づき、新鶴岡市が

処理する旧市町村の区域に係る事務に関し市長の諮問に応じて審議などを行うた

めに、旧市町村ごとに設置するものであります。  

なお、同条では、地域審議会を組織する構成員の定数、任期などについては、

合併関係市町村の協議により定めることとされており、新鶴岡市については、次のよ

うに協議して定められたところです。  

 

１  所掌事務  

（1） 地域審議会は、合併に係る次の事項について、市長の諮問に応じて審議・答申

する。 

・ 新市建設計画の変更に関する事項  

・ 新市建設計画の執行状況に関する事項  

・ その他市長が必要と認める事項  

（2） 必要と認める事項について、市長に意見を述べることができる。  

 

２  組  織  

（１） 平成 27年 3月 31日までの期間、旧市町村の区域を単位として設置いたします。  

（２） 地域審議会は、その区域に住所を有する 20 人以内の委員で組織され、委員

は、 

    （ア）  公共的団体等を代表する者  

    （イ）  学識経験者  

の区分のうちから市長が任命し、委員の任期は 2 年間となっております。  

公共的団体等を代表する者については、  

（１）  自治組織  （２）  農林漁業団体  （３）  商工観光団体   

（４）  福祉、医療団体  （５）  学校教育関係団体  （６）  社会教育関係団体  

（７）  老人､婦人､青年団体  （８）  防災組織  （９）  NPO 法人等  

など、各地域における地域社会活動、経済、産業活動等の代表等、各界各層

の代表者から就任いただき、幅広く地域課題の的確な把握や意見を聴くことがで

きるよう、委員を選定いたしました。  

 

３  審議会設置の経過  

１）第一次朝日地域審議会    平成 18 年２月１日～平成 20 年１月 31 日  

２）第二次朝日地域審議会    平成 20 年２月１日～平成 22 年１月 31 日  

 


































